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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年8月14日(2008.8.14)

【公開番号】特開2007-23138(P2007-23138A)
【公開日】平成19年2月1日(2007.2.1)
【年通号数】公開・登録公報2007-004
【出願番号】特願2005-206673(P2005-206673)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  79/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  83/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ 101/00    　　　　
   Ｃ０８Ｌ 101/00    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  79:08    　　　Ｂ
   Ｃ０８Ｌ  83:06    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月26日(2008.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＳｉＯ１．５（Ｒは有機基）で示される単位を含有するシリコーン系化合物と、イミ
ド構造を有する化合物とを含有し、イミド構造を有する化合物が、可塑性を有するもので
あり、且つガラス転移温度が、１３０℃以上３００℃以下であることを特徴とする難燃剤
。
【請求項２】
　シリコーン系化合物を構成する有機基が、芳香環を含有することを特徴とする請求項１
に記載の難燃剤。
【請求項３】
　イミド構造を有する化合物が、ポリエーテルイミドであることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の難燃剤。
【請求項４】
　シリコーン系化合物にシラノール基をシリコーン系化合物に対して重量比で２％以上１
０％以下含有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の難燃剤。
【請求項５】
　ＲＳｉＯ１．５（Ｒは有機基）で示される単位を含有するシリコーン系化合物と、イミ
ド構造を有する化合物とを含有し、イミド構造を有する化合物が、可塑性を有するもので
あり、且つガラス転移温度が、１３０℃以上３００℃以下であることを特徴とする難燃性
樹脂組成物。
【請求項６】
　シリコーン系化合物を構成する有機基がフェニル基を含み、且つフェニル基の含有量を
シリコーン系化合物を構成する全有機基に対してモル比で２０％以上含有することを特徴
とする請求項５に記載の難燃性樹脂組成物。
【請求項７】
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　イミド構造を有する化合物が、ポリエーテルイミドであることを特徴とする請求項５ま
たは６に記載の難燃性樹脂組成物。
【請求項８】
　シリコーン系化合物にシラノール基量を重量比で２％以上１０％以下含有することを特
徴とする請求項５～７のいずれか１項に記載の難燃性樹脂組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するため、以下の構成を採用する。すなわち、
（１）ＲＳｉＯ１．５ （Ｒは有機基）で示される単位を含有するシリコーン系化合物と
、イミド構造を有する化合物とを含有し、イミド構造を有する化合物が可塑性を有するも
のであり、且つガラス転移温度が、１３０℃以上３００℃以下であることを特徴とする難
燃剤。
（２）シリコーン系化合物を構成する有機基が、芳香環を含有することを特徴とする（１
）記載の難燃剤。
（３）イミド構造を有する化合物が、ポリエーテルイミドであることを特徴とする（１）
または（２）のいずれか１項に記載の難燃剤。
（４）シリコーン系化合物にシラノール基をシリコーン系化合物に対して重量比で２％以
上１０％以下含有することを特徴とする（１）～（３）のいずれか１項に記載の難燃剤。
（５）ＲＳｉＯ １．５ （Ｒは有機基）で示される単位を含有するシリコーン系化合物と
、イミド構造を有する化合物とを含有し、イミド構造を有する化合物が、可塑性を有する
ものであり、且つガラス転移温度が、１３０℃以上３００℃以下であることを特徴とする
難燃性樹脂組成物。
（６）シリコーン系化合物を構成する有機基がフェニル基を含み、且つフェニル基の含有
量をシリコーン系化合物を構成する全有機基に対してモル比で２０％以上含有することを
特徴とする（５）に記載の難燃性樹脂組成物。
（７）イミド構造を有する化合物が、ポリエーテルイミドであることを特徴とする（５）
または（６）のいずれか１項に記載の難燃性樹脂組成物。
（８）シリコーン系化合物にシラノール基量を重量比で２％以上１０％以下含有すること
を特徴とする（５）～（７）のいずれか１項に記載の難燃性樹脂組成物。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、イミド構造を有する化合物は熱可塑性を有するものが加工性の点から重要であり
、且つガラス転移温度が１３０℃以上３００℃以下であることが重要である。好ましくは
１３０℃以上２５０℃以下である。
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